
（案１） 

 

 

業 務 委 託 契 約 書 

 

 

１ 業 務 名              令和８・９年度 道路側溝清掃業務委託 

２ 履 行 場 所              市内一円 

３ 履 行 期 間              自 令和  年   月   日 

          至 令和  年   月  日 

４ 委 託 料              ￥          － 

   うち消費税及び地方消費税の額  ￥         － 

   （注）消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並

びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出。 

 

５ 部分払回数                回以内 

６ 契約保証金              那覇市契約規則第 30 条第９号に基づき免除する。 

７ 特 約 事 項              前金払適用しない。 

 

 上記業務について、発注者 那覇市 と 受注者 ○○○○ 

とは、那覇市業務委託契約約款（維持管理）に基づき、各々対等の立場にお

ける合意により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

この契約を証するため本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自がその

１通を所持する。 

 

 令和８年  月  日 

 

     発注者  那覇市泉崎１丁目１番１号 

          那覇市 

          那覇市長  知念 覚     印 

 

     受注者  住所 

          商号 

          氏名                  印 

収 入 印

紙 















債務負担行為に関する特約条項 
 
（債務負担行為に係る契約の特則） 
第1条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払いの限度額
（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

令和 ７年度               0 円 
令和 ８年度            〇〇 円 
令和 ９年度            〇〇 円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。 

令和 ７年度               0 円 
令和 ８年度            〇〇 円 
令和 ９年度            〇〇 円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の履
行高予定額を変更することができる。 

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 
第2条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第17条中「契約書記載の業務完了の
時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっ
ては、各会計年度末）」と、同条及び第18条中「委託料」とあるのは「当該会計年度の履
行高予定額（前会計年度末における第20条第１項の委託料相当額（以下この条及び次条に
おいて「前会計年度末委託料相当額」という。）が前会計年度までの履行高予定額を超え
た場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」
とする。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の
会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請
求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定
められているときには、同項の規定による読み替え後の第17条第１項の規定にかかわら
ず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。 

 
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 
第3条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末委託料相当額が前会計年度までの
履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以
下「履行高超過額」という。）について、部分払を請求することができる。ただし、契約
会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分
払の支払いを請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第20
条の第3項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

  部分払金の額≦委託料相当額×９／10 
  －（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 
  －{委託料相当額－（前会計年度までの履行高予定額＋履行高超過額）} 
  ×当該会計年度前払金額／当該会計年度の履行高予定額 
 
３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 
 

令和 ７年度   0 回 
令和 ８年度    2  回 
令和 ９年度   2  回 

 


